
薬剤の投薬について

なお、医薬品によっては一般名処方が
できない場合もあります。あらかじめ
ご了承ください。

ご不明な点やご心配なことなどがありましたら、
説明をさせていただきますので、お気軽にお声が
けください。

一般名処方とは、
お薬の｢商品名｣ではなく、｢有効成分｣を処方箋に
記載することであり、有効成分が同一であれば、
薬局にて原則どの後発医薬品も調剤可能となりま
す。供給不⾜のお薬であっても有効成分が同じ複
数のお薬から選択できます。

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、
医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施し
ています。

現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい
状況が続いています。
当院では、患者様に安定的に薬物治療を提供する
ため、後発医薬品のある医薬品について「一般名
処方」を実施しております。一般名処方によって
特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、
患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。

お薬の一般名処方について

当院では患者さんの状態に応じ、
・28⽇以上の⻑期の処方を⾏うこと
・リフィル処方せんを発⾏すること
のいずれの対応も可能です。
※なお、⻑期処方やリフィル処方せんの交付が
対応可能かは病状に応じて担当医が判断致します。

リフィル処⽅せんとは︖
症状が安定している患者に対して、医師の処⽅により医師及び薬剤師の適切な連携の
下で、一定期間内に、最大3回まで反復利⽤できる処⽅せんです。

診察・
リフィル処⽅せん発⾏ 調剤（１回目） 調剤（２回目） 調剤（３回目）

同一保険薬局で継続して調剤を受けることが出来ない場合は、前回調剤された薬局にもご相談ください

リフィル処⽅せんの留意点
i. 医師が患者の病状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。（最大３回まで）
ii. 投薬量に限度が定められている医薬品及び貼付剤（一部を除く）は、リフィル処⽅ができません。
iii.薬剤師から、体調や服薬状況の確認のため、同一の保険薬局で調剤を受けることを勧める説明をす
ることがあります。

iv.薬剤師から、次回の調剤予定の確認、予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により状
況を確認することがあります。また、患者が他の薬局において調剤を受ける場合は、当該薬局に調剤
の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供することがあります。

v. 患者の体調変化を考慮し、リフィル処⽅せんの有効期間内であっても、薬剤師は、調剤を⾏わず患者
に受診を勧め、処⽅医へ情報提供する場合があります。

長期処方･リフィル処方せんについて


